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決算期（事業年度の末日）の変更に伴う株主優待制度の変更に関するお知らせ 
 

 
当社は、平成23年11月4日の取締役会において、平成23年12月22日開催予定の第67回定時株主総会

で「定款の一部変更」が承認されることを条件として、下記のとおり株主優待制度の基準日の変更を

することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 
 

 

記 

 

１．変更の理由 

平成23年11月4日に発表いたしましたとおり、当社の決算期（事業年度の末日）を現在の毎年９
月30日から毎年12月31日へ変更することに伴い、株主優待制度の基準日の変更をするものであり
ます。 

 
２．変更の内容 

株主優待制度は、従来の決算期及び中間期末である毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日現在の株主名
簿に記載された 1単元（100株）以上保有の株主様に対し贈呈しておりましたが、決算期（事業年
度の末日）の変更に伴い、毎年 6月 30日及び 12月 31日現在の株主名簿に記載された１単元（100
株）以上保有の株主様に対し、別紙のとおり年 2回、株主優待お食事券またはお米（コシヒカリ）
を贈呈いたします。 

 
３．実施時期 

平成23年12月31日現在の株主名簿に記載された１単元（100 株）以上保有の株主様より実施い
たします。 

 
４．平成23年12月31日現在の株主様への株主優待について 
決算期変更の経過期間となる第68期事業年度については、平成23年10月1日から平成23年12月31

日までの３ヶ月決算となる予定ですが、平成23年12月31日現在の株主名簿に記載された１単元
（100株）以上保有の株主様に対し、従来どおり、別紙のとおりの基準・内容で、株主優待を実施
させていただきます。 

 
 

以上 



 

【別紙】 

 
 (1) 贈呈基準   

① 所有株式１００株以上５００株未満の株主様に対し 
株主優待お食事券 ２千円（１,０００円券２枚） 

② 所有株式５００株以上１,０００株未満の株主様に対し 
株主優待お食事券 ６千円（１,０００円券６枚） 

③ 所有株式１,０００株以上の株主様に対し(一律) 
株主優待お食事券１２千円（１,０００円券１２枚） 

 
※ 株主優待お食事券をご希望されない株主様には、贈呈した株主優待お食事

券全てをご返送頂きました場合、①２㎏ ②５㎏ ③１０㎏のお米（コシ

ヒカリ）を贈呈いたします。 
 
 

(2) 利用方法    株主優待お食事券は、当社が経営する店舗（贈呈に際しまして別途一覧表
にてご通知いたします）においてご飲食される際にご使用いただくことが

できます。 
 
(3) 有効期間   ⅰ）６月３０日現在の株主様に対し贈呈する株主優待お食事券 

同年１０月１日より１年間 
ⅱ）１２月３１日現在の株主様に対し贈呈する株主優待お食事券 

翌年４月１日より１年間 
    

(4) 送付時期          ６月３０日現在の株主様・・・９月下旬頃 
          １２月３１日現在の株主様・・・翌年３月下旬頃 


